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Ⅰ

問
題
の
所
在

１

は
じ
め
に

労
基
法
一
一
四
条
は
、
二
〇
条
（
解
雇
予
告
手
当
）、
二
六
条
（
休
業
手
当
）、
三
七
条
（
時
間
外
・
休
日
・
深
夜
労
働
割
増
賃
金
）
の
規

定
に
違
反
し
た
使
用
者
、
年
次
有
給
休
暇
に
対
す
る
三
九
条
七
項
の
規
定
に
よ
る
賃
金
を
支
払
わ
な
か
っ
た
使
用
者
に
対
し
て
、

労
働
者

の
請
求
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
使
用
者
が
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
に
つ
い
て
の
未
払
金
の
ほ
か
、
こ
れ
と
同
一
額
の
付

加
金
の
支
払
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
請
求
は
、
違
反
の
あ
つ
た
時
か
ら
二
年
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
定

め
て
い
る
。
船
員
法
一
一
六
条１

）に
も
同
じ
よ
う
な
制
度
が
あ
る
も
の
の
、
日
本
の
法
令
の
中
で
は
、
か
な
り
特
異
な
制
度
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
付
加
金
は
、
四
つ
の
特
定
の
事
情
に
該
当
し
て
「
未
払
金
」
が
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
に
加
え
て
「
同
一
額
」
の
支
払
い
を
、

裁
判
所
」
が
命
じ
る
こ
と
が
「
で
き
る
」
制
度
で
あ
り
、
労
働
者
は
、
違
反
の
あ
っ
た
と
き
か
ら
二
年
以
内
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
裁
判
実
務
上
、
近
時
、
紛
争
と
し
て
も
多
い
時
間
外
労
働
割
増
賃
金
請
求
の
際
に
、
し
ば
し
ば
利
用
さ
れ
て

お
り
、
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る２

）。
一
方
で
、
労
働
法
学
上
、
そ
の
重
要
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
が
不
十
分
で
あ
る
と
の

指
摘
が
あ
る３

）。
２

付
加
金
の
対
象
と
な
る
未
払
金

（
１
）
解
雇
予
告
手
当

解
雇
予
告
手
当
を
め
ぐ
っ
て
は
、
使
用
者
が
、
除
外
認
定
事
由
（
労
基
法
二
〇
条
一
項
但
書
）
が
な
い
の
に
、
解
雇
予
告
（
ま
た
は
同
手
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当
の
支
払
い
）
を
せ
ず
に
、
労
働
者
を
一
方
的
に
解
雇
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
解
雇
の
民
事
的
な
効
力
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き

た
。
こ
の
点
、
最
高
裁
判
決４

）で
は
、
い
わ
ゆ
る
相
対
的
無
効
説
を
と
り
、
結
果
的
に
、
使
用
者
が
、
即
時
解
雇
に
固
執
し
な
い
限
り
、
三
〇

日
の
経
過
を
俟
っ
て
、
ま
た
は
同
手
当
の
支
払
い
を
し
た
と
き
は
、
解
雇
の
効
力
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
同
手
当
を
支
払
わ

な
い
場
合
で
も
、
解
雇
の
効
力
が
生
じ
る
ま
で
の
間
の
不
就
労
期
間
に
つ
い
て
、
民
法
五
三
六
条
二
項
を
適
用
し
て
、
賃
金
請
求
権
が
認
め

ら
れ
る
一
方
で
、
解
雇
予
告
手
当
の
支
払
い
は
不
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
は
、
付
加
金
の
支
払
い
を
命
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

う
し
た
相
対
的
無
効
説
に
は
、
付
加
金
が
機
能
す
る
余
地
が
な
い
な
ど
と
し
て
、
学
説
上
批
判
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
使
用
者
が
雇
用

関
係
を
即
時
に
終
了
さ
せ
る
意
思
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
確
で
、
労
働
者
も
雇
用
終
了
自
体
は
容
認
し
て
解
雇
予
告
手
当
の
請
求
を
す
る

場
合
に
は
、
な
お
同
手
当
及
び
付
加
金
の
請
求
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る５

）。
し
た
が
っ
て
、
労
基
法
二
〇
条
違
反
に
基
づ
き
付
加
金
の
支

払
い
を
命
じ
る
余
地
は
あ
る
。
た
だ
し
、
現
実
的
に
、
労
基
法
二
〇
条
但
書
の
該
当
性
を
争
う
事
案
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い６

）。

（
２
）
休
業
手
当

休
業
手
当
を
め
ぐ
っ
て
は
、
会
社
が
業
務
を
受
注
で
き
な
か
っ
た
た
め
休
業
と
な
っ
た
事
案７

）や
一
部
ス
ト
に
よ
り
他
組
合
員
が
就
労
不
能

と
な
っ
た
事
案８

）に
お
い
て
、
休
業
手
当
を
認
め
る
と
と
も
に
同
額
の
付
加
金
の
支
払
い
を
命
じ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
種
の
事
案
で
は
、
労

基
法
二
六
条
所
定
の
「
使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
」
と
民
法
五
三
六
条
二
項
所
定
の
「
債
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」
の
範
囲
が

問
題
と
な
る
が
、
結
果
と
し
て
、
休
業
手
当
と
同
額
の
付
加
金
の
支
払
い
が
命
じ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
平
均
賃
金
の
一
二
割
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
休
業
手
当
請
求
の
事
案
は
少
な
か
っ
た
が９

）、
近
年
、
労
働
者
派
遣
や
有
期
労
働
契
約
の
事
案
で
休
業
手
当
を
請
求

す
る
事
案
が
散
見
さ
れ
る10

）。

（
３
）
時
間
外
・
休
日
・
深
夜
労
働
割
増
賃
金

数
量
的
に
み
れ
ば
、
付
加
金
請
求
事
件
の
ほ
と
ん
ど
は
、
三
七
条
（
時
間
外
・
休
日
・
深
夜
労
働
割
増
賃
金
）
違
反
を
め
ぐ
る
も
の
で

あ
っ
て11

）、
金
額
的
に
も
高
額
で
、
使
用
者
に
与
え
る
効
果
も
大
き
い
。
ま
た
、
時
間
外
労
働
手
当
請
求
の
民
事
裁
判
や
労
働
審
判
は
、
労
働
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紛
争
の
中
で
、
統
計
的
に
も
非
常
に
多
い
と
い
わ
れ
る12

）。

（
４
）
年
次
有
給
休
暇
に
係
る
賃
金

年
休
に
つ
い
て
は
、
時
季
変
更
権
の
行
使
が
適
法
に
な
さ
れ
た
か
が
争
点
と
な
る
こ
と
が
多
い
が
、
適
法
に
年
休
が
取
得
さ
れ
た
と
判
断

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
年
休
日
の
賃
金
及
び
そ
れ
と
同
一
額
の
付
加
金
の
請
求
を
認
め
る
事
案
は
少
な
く
な
い13

）。
し
か
し
、
割
増
賃

金
に
関
す
る
付
加
金
の
事
案
に
比
べ
れ
ば
わ
ず
か
で
あ
る
。

３

本
稿
の
課
題

以
上
の
よ
う
に
、
最
近
の
付
加
金
請
求
は
、
割
増
賃
金
請
求
に
附
帯
す
る
事
案
が
多
く
（
た
だ
し
、
後
述
の
よ
う
に
、
判
例
法
理
は
、
解

雇
予
告
手
当
を
め
ぐ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
）、
ま
た
、
金
額
的
に
も
、
他
の
三
類
型
と
比
較
し
て
一
般
的
に
高
額
で
あ
っ
て
、
実
務
上
、

そ
の
意
義
は
大
き
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
付
加
金
制
度
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
割
増
賃
金
を
「
未
払
金
」
と
す
る
も
の
を
念
頭
に
置
き

な
が
ら
、
検
討
し
た
い
。

割
増
賃
金
の
仕
組
み
は
、
使
用
者
に
対
し
て
、
金
銭
的
負
荷
を
か
け
る
こ
と
に
よ
り
、
長
時
間
労
働
を
抑
制
す
る
効
果
を
有
し
て
い
る
。

適
法
に
割
増
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
限
り
、
付
加
金
を
請
求
す
る
余
地
は
な
い
が
、
間
接
的
に
で
は
あ
れ
、
労
働
時
間
規
制
に
対
す
る
使
用
者

の
違
反
行
為
を
抑
制
す
る
効
果
は
認
め
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
後
述
の
よ
う
に
、
労
基
法
に
お
け
る
付
加
金
制
度
は
、
戦
後
、
同
法
制
定
に
あ
た
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
公
正
労
働
基
準
法
の

付
加
賠
償
金
（liq

u
id
a
ted

14
）

d
a
m
a
g
es

）
と
し
て
、
未
払
金
と
同
一
額
の
金
銭
の
支
払
い
を
裁
判
所
が
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
制
度

に
倣
っ
た
（
同
国
の
懲
罰
的
損
害
賠
償
制
度
を
う
け
た
）
も
の
と
い
わ
れ
る15

）。
付
加
賠
償
金
は
、
時
間
外
賃
金
の
未
払
分
の
賃
金
と
同
額
を

請
求
し
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
最
低
賃
金
や
同
一
賃
金
法
（E

q
u
a
l P

a
y A

ct

）
に
よ
る
差
額
賃
金
の
支
払
い
の
際
な
ど
に
お
い
て
も
請
求

論 説
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で
き
る16

）。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
の
付
加
賠
償
金
は
、
労
働
長
官
が
、
労
働
者
に
代
わ
っ
て
、
裁
判
所
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
、
個
々
の
労
働

者
の
請
求
が
少
額
に
と
ど
ま
る
（
そ
の
た
め
、
個
々
の
労
働
者
が
訴
訟
を
提
起
し
な
い
）
場
合
で
も
、
労
働
者
の
救
済
を
図
る
配
慮
が
な
さ

れ
て
い
る17

）。

ま
た
、
中
国
（
中
華
人
民
共
和
国
）
で
も
、

賠
償
金
」

付
加
賠
償
金
）
制
度
と
い
う
独
自
の
制
度
が
あ
る18

）。
こ
れ
は
、
通
常
の
賃
金
や

時
間
外
労
働
割
増
賃
金
の
未
払
い
等
が
あ
る
場
合
に
、
当
該
未
払
額
の
五
〇
〜
一
〇
〇
％
の
範
囲
内
で
、
使
用
者
に
対
し
て
、
未
払
額
に
加

算
し
て
支
払
い
を
命
じ
る
も
の
で
あ
る
（
中
華
人
民
共
和
国
労
働
法
九
一
条
、
中
華
人
民
共
和
国
労
働
契
約
法
八
五
条
）。
た
だ
し
、
中
国

の
付
加
賠
償
金
支
払
命
令
は
、
裁
判
所
だ
け
で
な
く
、
労
働
行
政
機
関
（
労
働
社
会
保
障
監
察
機
構
）
も
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
異
な

る
。こ

の
よ
う
に
、
日
本
以
外
で
も
、
長
時
間
労
働
に
対
す
る
対
価
を
「
割
増
」

割
高
）
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
時
間
労
働
を
抑
制
す

る
と
と
も
に
、
裁
判
所
が
付
加
的
な
支
払
い
を
命
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
そ
の
実
効
性
を
高
め
る
仕
組
み
を
と
る
国
が
あ
る
。
か

か
る
観
点
か
ら
、
付
加
金
制
度
に
つ
い
て
研
究
を
行
う
こ
と
と
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
本
稿
で
は
、
今
後
の
詳
細
な
検
討
に
向
け
て
の
基

礎
的
な
研
究
と
し
て
、
裁
判
所
の
付
加
金
支
払
命
令
の
可
否
に
つ
い
て
、
付
加
金
制
度
の
趣
旨
・
目
的
を
踏
ま
え
て
、
日
本
の
判
例
法
理
の

動
向
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
付
加
金
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
、
立
法
経
緯
と
そ
の
法
的
性
質
に
関
す
る
学
説
等
を

概
観
し
た
上
で
（
Ⅱ
）、
付
加
金
支
払
命
令
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
現
状
の
到
達
点
を
確
認
す
る
（
Ⅲ
）。
最
後
に
、
こ
う
し
た
判
例
法
理
に

つ
い
て
、
立
法
経
緯
や
学
説
か
ら
そ
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
も
の
の
と
す
る
（
Ⅳ
）。
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Ⅱ

付
加
金
制
度
の
意
義

１

付
加
金
制
度
の
立
法
経
緯

（
１
）
労
基
法
草
案
の
審
議
過
程

労
基
法
草
案
の
審
議
過
程
で
、
付
加
金
が
登
場
す
る
の
は
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
二
）
年
一
一
月
二
〇
日
の
第
八
次
案
か
ら
で
あ
る19

）。
こ

こ
で
は
、

過
怠
金
」

一
〇
四
条
の
二20

））
と
称
さ
れ
、
内
容
は
、
解
雇
予
告
手
当
、
休
業
手
当
、
最
低
賃
金
、
割
増
賃
金
、
有
給
休
暇
を
対

象
と
し
て
、
未
払
金
と
同
一
額
の
請
求
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
成
立
し
た
労
基
法
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
が
、
付
加
金
の
請
求
権
に

つ
い
て
、
二
年
間
の
「
時
効
」
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
と
定
め
て
い
た
。
同
年
一
二
月
二
〇
日
の
第
一
〇
次
案
に
お
い
て
、

附
加
金
」
に
修

正
さ
れ
る
と
と
も
に
、

時
効
」
と
い
う
用
語
が
な
く
な
り
、

こ
の
請
求
は
違
反
の
あ
つ
た
と
き
か
ら
二
年
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
修
正
さ
れ
て
い
る21

）。

そ
し
て
、
第
九
二
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
労
基
法
草
案
の
審
議
の
た
め
に
厚
生
省
労
政
局
労
働
保
護
課
が
作
成
し
た
「
労
働
基
準
法
草
案

解
説
及
び
質
疑
応
答
」
に
よ
れ
ば
、

米
国
の
公
正
労
働
標
準
法
（
第
十
六
条
）
は
使
用
者
に
法
律
違
反
の
未
払
賃
金
に
つ
い
て
倍
額
支
払

の
義
務
が
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
ゐ
る
。
こ
の
条
文
は
之
と
同
一
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
が
、
裁
判
外
に
於
て
は
か
ゝ
る
義
務
を
認
め
ず
、
裁

判
所
に
よ
る
形
成
権
（
民
法
第
四
百
二
十
四
条
等
参
照
）
と
し
て
裁
判
上
に
於
て
の
み
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
ゝ
し
た
。」、

附
加
金
の
額
は

未
払
金
額
と
同
一
で
あ
る
か
ら
倍
額
支
払
の
命
令
に
な
る
。
但
し
請
求
権
の
除
斥
期
間
は
違
反
の
時
か
ら
二
年
に
し
た
。」
と
説
明
さ
れ
て

い
る22

）。
と
こ
ろ
で
、
審
議
過
程
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
労
働
基
準
法
審
議
経
過
報
告
（
貴
族
院
）

昭
和
二
二
年
三
月
二
〇
日
）
に
よ
れ

ば
、

附
加
金
は
未
払
金
と
同
一
額
と
せ
ず
に
裁
判
所
に
裁
量
の
余
地
を
与
へ
る
方
が
衡
平
適
切
で
は
な
い
か
」
と
の
質
問
（
質
問
者
牧
野

（法政研究81-４- ）352 898
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英
一
）
に
対
し
て
、
吉
武
政
府
委
員
が
「
そ
れ
も
一
つ
の
考
へ
方
だ
が
米
国
の
公
正
労
働
標
準
法
に
倣
つ
て
本
案
を
作
つ
た
」
と
答
弁
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る23

）。
ま
た
、
同
月
二
三
日
の
貴
族
院
労
働
基
準
法
案
特
別
委
員
会
に
お
い
て
も
、
同
様
の
質
疑
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る24

）。
要

す
る
に
、
付
加
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
、
裁
判
所
の
み
が
命
じ
得
る
（
裁
判
外
で
は
認
め
な
い
）
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
金
額
の
決
定
に
つ
い

て
、
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
る
こ
と
に
は
否
定
的
な
見
解
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

（
２
）
付
加
金
制
度
ル
ー
ツ

こ
の
よ
う
に
、
付
加
金
制
度
は
、
第
八
次
案
に
お
い
て
、
突
如
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
、
そ
の
後
も
そ
れ
ほ
ど
十
分
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
労
基
法
の
中
に
収
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
厚
生
省
労
政
局
労
働
保
護
課
の
解
説
に
あ
る
よ
う
に
、
同
制
度
は
、
ア
メ
リ
カ
の

公
正
労
働
基
準
法
の
付
加
賠
償
金
を
範
と
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る25

）。

そ
の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
一
〇
四
条
（
監
督
官
へ
の
労
働
者
の
申
告
権
の
保
障
）
だ
け
で
は
、
違
反
摘
発
に
労
働
者
の
積
極

的
活
動
を
促
す
に
は
足
り
な
い
た
め
、
労
働
者
の
裁
判
所
に
対
す
る
出
訴
を
容
易
に
な
ら
し
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
違
反
に
関
す
る
労
働
者
の

積
極
的
活
動
を
促
す
趣
旨
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
事
態
を
裁
判
外
に
お
い
て
紛
糾
さ
せ
る
惧
れ
が
あ
る
た
め
、
裁
判
外
に
お
け
る
労
働
者
の

実
体
的
な
権
利
と
し
て
は
認
め
ず
、
裁
判
所
に
よ
る
形
成
権
と
し
て
規
定
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る26

）。
つ
ま
り
、
労
働
者
に
よ
る
未
払

金
請
求
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
労
基
法
違
反
行
為
を
抑
制
す
る
趣
旨
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
ア
メ

リ
カ
の
付
加
賠
償
金
に
つ
い
て
は
、
制
裁
と
し
て
で
は
な
く
、
損
害
賠
償
額
の
予
定
と
し
て
損
害
填
補
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
お
り27

）、
後
述
の
学
説
上
の
論
争
や
裁
判
例
の
傾
向
を
み
る
上
で
、
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
末
弘
博
士
講
演
「
労
働
基
準
法
解
説
」

昭
和
二
二
年
五
月
一
七
日
六
月
一
五
日
）
に
よ
れ
ば
、

百
十
四
条
」
は
Ｇ
・
Ｈ
・
Ｑ
の

横
車
」
と
一
言
で
片
づ
け
ら
れ
て
い
る28

）。

（
３
）
最
低
賃
金
法
の
制
定
と
労
基
法
改
正

も
と
も
と
の
労
基
法
一
一
四
条
で
は
、
三
一
条
（
最
低
賃
金
）
違
反
に
つ
い
て
も
、
未
払
（
差
額
）
分
に
対
す
る
付
加
金
が
定
め
ら
れ
て

（81-４- ）899 353
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い
た
が
、
一
九
五
九
年
の
最
賃
法
制
定
の
際
に
、
労
基
法
で
は
、
現
行
の
二
八
条
の
通
り
、
賃
金
の
最
低
基
準
を
最
賃
法
で
定
め
る
旨
の
規

定
の
み
置
き
、
二
九
条
か
ら
三
一
条
の
規
定
が
削
除
さ
れ
る
と
と
も
に
、
労
基
法
一
一
四
条
か
ら
も
三
一
条
が
削
ら
れ
た
。
こ
の
改
正
に
よ

り
、
最
低
賃
金
違
反
に
よ
る
付
加
金
請
求
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
も
そ
も
、
同
年
の
改
正
及
び
最
賃
法
の
制
定
に
至
る
ま

で
、
最
低
賃
金
が
実
際
に
制
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
三
一
条
違
反
に
対
す
る
付
加
金
の
請
求
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
な
か
っ
た29

）。

２

付
加
金
制
度
の
法
的
性
質

（
１
）
学
説

付
加
金
制
度
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
そ
の
理
解
の
仕
方
を
め
ぐ
っ
て
争
い
が
あ
る30

）。

第
一
に
、
①
公
法
的
制
裁
説
で
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
付
加
金
制
度
は
、
労
働
者
の
申
告
権
（
労
基
法
一
〇
四
条
）
と
並
ん
で
、
労

基
法
違
反
防
止
の
た
め
の
監
督
制
度
の
補
充
の
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
各
刑
罰
と
同
様
労
基
法
違
反
を
防
止
す
べ
き
制
度
で
あ
っ
て
、

損
害
賠
償
額
の
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
罰
則
と
同
様
制
裁
的
な
性
質
を
有
し
、
罰
金
ま
た
は
没
収
の
性
質
が
強
調
さ
れ
る31

）。

第
二
に
、
②
民
事
的
制
裁
説
で
あ
る
。
賃
金
及
び
金
銭
給
付
の
支
払
い
を
担
保
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
労
働
者
が
訴
訟
に
よ
っ
て
権

利
を
実
行
す
る
誘
因
と
な
り
、
使
用
者
に
対
し
て
は
、
一
種
の
民
事
的
制
裁
を
通
じ
て
義
務
の
不
履
行
を
引
き
合
わ
な
い
も
の
と
し
て
遵
法

を
奨
め
る
性
格
を
持
つ
と
さ
れ
る32

）。

第
三
に
、
③
損
害
賠
償
説
で
あ
る
。
本
条
の
趣
旨
は
、
使
用
者
の
労
働
契
約
上
の
債
務
の
遅
延
を
防
止
す
る
た
め
、
労
働
者
に
よ
る
損
害

賠
償
請
求
を
容
易
に
す
る
こ
と
に
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
間
接
的
に
法
の
遵
守
、
公
法
的
義
務
の
履
行
も
確
実
に
な
る33

）。
要
す
る
に
、
未
払

金
支
払
い
の
遅
延
を
防
止
し
、
そ
の
支
払
い
の
確
保
・
促
進
を
図
る
機
能
に
着
目
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
遅
延
利
息
（
遅
延
損

（法政研究81-４- ）354 900
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害
金
）
に
代
わ
っ
て
、
立
証
を
要
せ
ず
に
、
一
定
額
の
損
害
賠
償
を
命
じ
得
る
も
の
と
捉
え
、
遅
延
利
息
が
支
払
わ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ

を
減
じ
た
付
加
金
額
と
す
れ
ば
足
り
る
と
す
る
。

第
四
に
、
④
公
法
的
制
裁
と
損
害
賠
償
的
性
質
の
併
有
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
附
加
金
は
一
面
制
裁
と
し
て
の
公
法
的
性
質
を
有
す
る

け
れ
ど
も
、
他
面
同
時
に
履
行
遅
延
の
た
め
労
働
者
の
被
る
べ
き
損
害
を
填
補
す
る
作
用
を
有
す
る
」
と
さ
れ
る34

）。
同
説
も
、
遅
延
利
息
が

支
払
わ
れ
た
場
合
に
は
、
付
加
金
額
か
ら
差
し
引
く
と
し
て
い
る
。

（
２
）
判
例

最
高
裁
判
決
の
う
ち
、
付
加
金
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
触
れ
て
い
る
の
は
、
新
井
工
務
店
事
件35

）の
み
で
あ
る
。
同
判
決
は
、

付
加
金
の
遅
延
損
害
金
の
利
率
（
民
事
法
定
利
率
五
％
）
に
関
す
る
判
断
に
お
い
て
、

附
加
金
の
支
払
義
務
は
、
…
…
使
用
者
に
課
せ
ら

れ
た
義
務
の
違
背
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
裁
判
所
に
よ
り
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
義
務
」
と
判
示
し
て
お
り
、

制
裁
」
と

捉
え
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
下
級
審
（
高
裁
レ
ベ
ル
）
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
付
加
金
の
目
的
に
つ
い
て
、

一
種
の
制
裁
」
と
す
る
も
の
（
①
説36

））、

制

裁
で
あ
つ
て
、
使
用
者
の
右
金
銭
給
付
義
務
を
履
行
さ
せ
る
た
め
」
と
す
る
も
の
（
④
説37

））、

未
払
金
の
支
払
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も

の
」

③
説38

））
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
、
最
高
裁
は
①
説
（
も
ち
ろ
ん
①
説
＋
α
を
排
除
し
て
は
い
な
い
）
に
立
ち
、
下
級
審
は

こ
れ
に
加
え
、
③
説
ま
た
は
④
説
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

労
働
者
が
訴
訟
に
よ
っ
て
権
利
を
実
行
す
る
誘
因
」
と
し
て
の

性
格
（
②
説
）
は
、
判
例
上
は
ほ
と
ん
ど
採
ら
れ
て
い
な
い
。
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Ⅲ

付
加
金
支
払
命
令
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
形
成

１

付
加
金
を
め
ぐ
る
二
つ
の
争
点

付
加
金
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
は
、
二
つ
の
争
点
を
め
ぐ
っ
て
判
例
法
理
を
形
成
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
裁
判
所
は
い
つ
の

時
点
ま
で
支
払
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
第
二
に
、
付
加
金
の
遅
延
損
害
金
の
起
算
点
は
い
つ
か
、
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
相
互
に

関
連
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
初
の
最
高
裁
判
例
は
、
い
ず
れ
も
解
雇
予
告
手
当
を
め
ぐ
る
紛
争
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
。

第
一
の
争
点
に
つ
い
て
は
、
い
つ
ま
で
に
使
用
者
は
未
払
金
の
現
実
の
提
供
を
行
え
ば
、
付
加
金
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
か
と
言
い

換
え
る
こ
と
が
で
き
、
少
な
く
と
も
、
①
労
働
者
の
請
求
（
通
常
は
一
審
の
提
訴
）
ま
で
、
②
一
審
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
、
③
一
審
判
決

後
控
訴
し
た
上
で
控
訴
審
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
、
④
控
訴
審
判
決
後
上
告
し
た
上
で
上
告
審
判
決
が
出
る
ま
で
、
の
四
つ
の
段
階
が
考
え

ら
れ
る
。

第
二
の
論
点
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、
①
労
働
者
の
請
求
（
一
審
の
提
訴
）
か
ら
、
②
一
審
判
決
翌
日
か
ら
、
③
控
訴
審
判
決
翌
日
か

ら
、
④
上
告
審
判
決
翌
日
か
ら
、
の
い
ず
れ
の
時
点
か
ら
、
遅
延
損
害
金
が
生
じ
る
か
が
問
題
と
な
る
。

２

解
雇
予
告
手
当
を
め
ぐ
る
判
例
法
理

（
１
）
細
谷
服
装
事
件

前
掲
細
谷
服
装
事
件
（
昭
和
三
五
年
）
は
、
解
雇
予
告
手
当
を
支
払
わ
ず
に
即
時
解
雇
し
た
と
こ
ろ
、
労
働
者
は
一
審
提
訴
時
に
付
加
金

を
請
求
し
な
い
ま
ま
、
一
審
口
頭
弁
論
終
結
日
に
会
社
が
解
雇
予
告
手
当
以
上
の
金
員
を
支
払
い
、
後
の
控
訴
審
に
至
っ
て
労
働
者
が
付
加

（法政研究81-４- ）356 902
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金
を
請
求
し
た
事
案
あ
る
。
要
す
る
に
、
付
加
金
請
求
前
で
か
つ
一
審
判
決
口
頭
弁
論
終
結
日
に
未
払
金
を
支
払
っ
た
も
の
で
あ
る
。

判
旨
は
、

労
働
基
準
法
一
一
四
条
の
附
加
金
支
払
義
務
は
、
使
用
者
が
予
告
手
当
等
を
支
払
わ
な
い
場
合
に
、
当
然
発
生
す
る
も
の
で

は
な
く
、
労
働
者
の
請
求
に
よ
り
裁
判
所
が
そ
の
支
払
を
命
ず
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
初
め
て
発
生
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
使

用
者
に
労
働
基
準
法
二
〇
条
の
違
反
が
あ
つ
て
も
、
既
に
予
告
手
当
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
完
了
し
使
用
者
の
義
務
違
反
の
状
況
が
消

滅
し
た
後
に
お
い
て
は
、
労
働
者
は
同
条
に
よ
る
附
加
金
請
求
の
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
断
し

て
、
労
働
者
の
付
加
金
請
求
を
認
め
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
同
事
件
の
事
実
関
係
（
や
や
特
殊
で
は
あ
る
が
、
一
審
で
付
加
金
が
請
求
さ
れ
な
か
っ
た
）
の
下
で
は
、
付
加
金
の
請
求
前
に

支
払
い
が
完
了
し
た
場
合
に
は
、
も
は
や
労
働
者
は
付
加
金
の
請
求
の
「
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る39

）。

し
た
が
っ
て
、
同
判
決
は
、
あ
く
ま
で
も
労
働
者
の
付
加
金
請
求
の
可
否
に
つ
い
て
判
断
し
た
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
の
支
払
命
令
の
可
否

自
体
は
明
言
し
て
お
ら
ず
、
理
論
的
に
は
、
①
労
働
者
の
請
求
ま
で
と
解
し
た
上
で
、
い
っ
た
ん
提
訴
（
請
求
）
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の

後
の
未
払
金
の
現
実
の
提
供
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
付
加
金
の
支
払
い
を
命
じ
得
る
と
解
す
る
余
地
も
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、

裁
判
所
が

そ
の
支
払
を
命
ず
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
初
め
て
発
生
す
る
」
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
一
審
の
裁
判
所
の
命
令
時
点
と
考
え
る
な
ら
ば
、
②
一

審
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
と
す
る
理
解
も
可
能
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

労
働
者
の
請
求
に
よ
り
」
発
生
す
る
が
、
裁
判
外
の
請
求
権
を
認

め
る
と
「
事
態
を
裁
判
外
に
お
い
て
紛
糾
さ
せ
る
惧
れ
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
付
加
金
支
払
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
「
確
定
」
し
、
命
令
を

出
す
権
限
を
裁
判
所
の
み
に
認
め
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
最
高
裁
に
お
い
て
確
定
し
た
同
義
務
は
、
請
求
の
時
点
（
も
し
く
は
一
審

判
決
時
）
に
遡
っ
て
効
力
を
生
じ
る
と
解
す
る
の
が
合
理
的
と
も
い
え
る
。

（
２
）
遅
延
損
害
金
の
起
算
点

前
掲
細
谷
服
装
事
件
の
判
旨
は
、
次
に
、
遅
延
損
害
金
の
起
算
点
に
関
す
る
判
断
で
引
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
富
士
建
設
工
業
（
解
雇

予
告
手
当
請
求
）
事
件
（
昭
和
四
三
年40

））
に
お
い
て
、

所
論
付
加
金
の
支
払
義
務
は
、
裁
判
所
が
そ
の
支
払
を
命
ず
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
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初
め
て
発
生
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」

細
谷
服
装
事
件
判
決
参
照
）

か
ら
、
所
論
付
加
金
に
対
す
る
遅
延
損
害
金
の
起
算
日
を
判

決
確
定
の
日
の
翌
日
と
し
た
原
審
の
判
断
は
、
相
当
で
あ
る
。」
と
し
た
。
つ
ま
り
、
遅
延
損
害
金
の
起
算
点
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
前
提
と
し
て
、
付
加
金
自
体
に
、
遅
延
損
害
金
が
生
じ
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
と
い
え
る
。
一
方
で
、
付
加
金
支
払
義
務
の
発
生
時
期

に
つ
い
て
言
及
は
な
く
、

労
働
者
の
請
求
に
よ
り
」
の
文
言
が
省
略
さ
れ
た
た
め
に
、
裁
判
所
の
支
払
命
令
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

さ
ら
に
、
江
東
ダ
イ
ハ
ツ
自
動
車
事
件
（
昭
和
五
〇
年41

））
は
、
解
雇
予
告
手
当
を
支
払
わ
ず
に
解
雇
（
病
臥
中
に
お
い
て
経
営
上
の
理
由

に
よ
り
解
雇
）
し
た
と
こ
ろ
、
一
審
で
解
雇
予
告
手
当
及
び
そ
の
遅
延
損
害
金
並
び
に
付
加
金
の
支
払
い
が
命
じ
ら
れ
、
一
審
で
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
一
審
判
決
送
達
時
（
昭
和
四
八
年
二
月
一
日
）
以
降
の
遅
延
損
害
金
を
求
め
た
事
案
で
あ
る42

）。

判
旨
は
、

思
う
に
、
同
法
一
一
四
条
の
附
加
金
の
支
払
義
務
は
、
そ
の
支
払
い
を
命
ず
る
裁
判
所
の
判
決
の
確
定
に
よ
っ
て
初
め
て
発

生
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
判
決
確
定
前
に
お
い
て
は
、
右
附
加
金
支
払
義
務
は
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
遅
延
損
害

金
も
発
生
す
る
余
地
は
な
い
が
、
右
判
決
の
確
定
後
に
お
い
て
、
使
用
者
が
右
附
加
金
の
支
払
い
を
し
な
い
と
き
は
、
使
用
者
は
履
行
遅
滞

の
責
を
免
れ
ず
、
労
働
者
は
使
用
者
に
対
し
右
附
加
金
に
対
す
る
民
法
所
定
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
請
求
し
う
る

も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」。
と
判
示
し
た
。

以
上
の
遅
延
損
害
金
を
め
ぐ
る
判
例
に
よ
れ
ば
、
付
加
金
支
払
義
務
が
「
そ
の
支
払
い
を
命
ず
る
裁
判
所
の
判
決
の
確
定
に
よ
っ
て
初
め

て
発
生
す
る
」
こ
と
か
ら
、

判
決
確
定
前
に
お
い
て
は
、
右
附
加
金
支
払
義
務
は
存
在
」
し
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
判
決
（
同
事
件

で
は
上
告
審
）
の
確
定
の
翌
日
、
す
な
わ
ち
④
の
時
点
か
ら
、
付
加
金
に
対
す
る
遅
延
損
害
金
が
生
じ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、

支
払
義
務
が
最
終
的
に
「
確
定
」
す
る
の
は
上
告
審
判
決
後
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
遅
延
損
害
金
の
起
算
点
を
④
上
告
審
判
決
翌
日

に
す
る
必
然
性
は
な
く
、
上
告
審
で
は
、
付
加
金
の
支
払
義
務
の
有
無
に
関
し
て
一
審
の
判
断
を
確
認
し
た
に
過
ぎ
ず
、
遅
延
損
害
金
の
起

算
点
を
②
一
審
判
決
翌
日
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
た
と
い
え
る
。
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（
３
）
新
井
工
務
店
事
件

そ
し
て
、
前
掲
新
井
工
務
店
事
件
（
昭
和
五
一
年
）
は
、
付
加
金
の
請
求
を
含
む
訴
え
の
提
起
後
、
一
審
判
決
前
に
使
用
者
が
未
払
金

（
解
雇
予
告
手
当
）
の
支
払
い
を
完
了
し
た
事
案
で
あ
り
、
付
加
金
の
請
求
後
で
は
あ
る
が
、
一
審
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
に
未
払
金
を
支

払
っ
た
も
の
で
あ
る
。

判
旨
は
、
前
掲
細
谷
服
装
事
件
判
決
と
同
様
に
「
労
働
基
準
法
一
一
四
条
の
附
加
金
支
払
義
務
は
、
…
…
使
用
者
に
労
働
基
準
法
二
〇
条

の
違
反
が
あ
っ
て
も
」
と
述
べ
た
上
で
（
た
だ
し
、
一
部
読
点
を
省
略
）、

裁
判
所
の
命
令
が
あ
る
ま
で
に
未
払
金
の
支
払
を
完
了
し
そ
の

義
務
違
反
の
状
況
が
消
滅
し
た
と
き
に
は
、
も
は
や
、
裁
判
所
は
附
加
金
の
支
払
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
」
る

こ
と
、

な
お
労
働
基
準
法
一
一
四
条
の
附
加
金
の
支
払
義
務
は
、
…
…
同
法
に
よ
り
使
用
者
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
の
違
背
に
対
す
る
制
裁

と
し
て
裁
判
所
に
よ
り
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
義
務
で
あ
る
」
こ
と
を
判
示
し
た
。

つ
ま
り
、
同
判
決
は
、
先
に
示
し
た
前
掲
細
谷
服
装
事
件
判
決
の
射
程
に
関
し
て
、
労
働
者
の
請
求
後
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
の
命
令
が

あ
る
ま
で
に
、
未
払
金
の
支
払
い
を
完
了
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
労
働
者
が
「
附
加
金
請
求
の
申
立
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
」
だ
け
で
な
く
、

裁
判
所
は
附
加
金
の
支
払
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
」
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
に

よ
り
、
前
掲
細
谷
服
装
事
件
判
決
に
比
べ
て
、
付
加
金
を
命
ず
る
余
地
は
よ
り
限
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
前
掲
細
谷
服
装
事
件
と
前
掲
新
井
工
務
店
事
件
の
判
決
は
、
一
審
判
決
が
下
さ
れ
る
前
に
未
払
金
が
支
払
わ
れ
た
事
案

で
、
裁
判
所
は
付
加
金
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
結
論
付
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
判
決
の
「
裁
判
所
の
命
令
」
を
「
一
審
裁
判

所
の
命
令
」
に
限
定
す
る
と
い
う
解
釈
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
②
の
時
点
）。
し
か
し
、
一
方
で
、
遅
延
損
害
金
を
め
ぐ
る
判
例
で

は
、
判
決
確
定
前
に
お
い
て
は
（
つ
ま
り
は
、
④
の
時
点
ま
で
）、
付
加
金
支
払
義
務
は
存
在
し
な
い
と
し
て
お
り
、
異
な
る
論
点
で
は
あ

る
も
の
の
、
こ
れ
が
付
加
金
命
令
の
可
否
の
論
点
に
つ
い
て
も
、
そ
の
射
程
を
及
ぼ
す
と
の
解
釈
も
あ
り
得
た
（
た
だ
し
、
争
点
が
違
う
こ

と
か
ら
か
、
富
士
建
設
工
業
事
件
と
江
東
ダ
イ
ハ
ツ
自
動
車
事
件
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
）。
そ
こ
で
、
③
一
審
判
決
後
に
控
訴
し
た
上
で
、
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さ
ら
に
は
、
④
控
訴
審
判
決
後
に
上
告
し
た
上
で
、
未
払
金
を
現
実
に
提
供
し
た
場
合
に
も
、
裁
判
所
は
付
加
金
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
か
と
い
う
問
題
は
残
っ
て
い
た
。

ま
た
、
学
説
上
の
③
損
害
賠
償
説
は
、
付
加
金
を
遅
延
損
害
金
と
同
質
と
理
解
す
る
こ
と
か
ら
、
付
加
金
に
は
遅
延
損
害
金
は
生
じ
な
い

と
す
る
が
（
江
東
ダ
イ
ハ
ツ
自
動
車
高
判
も
参
照
）、
新
井
工
務
店
事
件
は
、
な
お
書
き
で
は
あ
る
が
、

制
裁
」
説
を
採
っ
た
上
で
、
遅
延

損
害
金
の
発
生
及
び
そ
の
利
率
が
五
％
で
あ
る
こ
と
明
示
し
て
お
り
、
③
損
害
賠
償
説
と
は
異
な
る
理
解
を
示
し
た
と
い
え
る
。

３

割
増
賃
金
を
め
ぐ
る
判
例
法
理

（
１
）
下
級
審
の
動
向

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
下
級
審
（
高
裁
レ
ベ
ル
）
で
は
、
割
増
賃
金
を
め
ぐ
っ
て
い
く
つ
か
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
た43

）。
す
な
わ
ち
、
一

審
で
割
増
賃
金
の
支
払
い
が
命
じ
ら
れ
、
控
訴
後
に
未
払
金
に
つ
き
現
実
の
提
供
を
し
、
労
働
者
が
こ
れ
を
受
領
し
た
事
案
（
タ
マ
・
ミ
ル

キ
ー
ウ
ェ
イ
事
件44

）、
前
掲
杉
本
商
事
事
件
、
Ｙ
社
事
件45

））
や
、
命
じ
ら
れ
た
割
増
賃
金
の
受
領
を
労
働
者
が
拒
絶
し
た
た
め
、
当
該
金
員
を

法
務
局
に
供
託
し
た
事
案
で
（
三
和
交
通
事
件46

））、
裁
判
所
は
付
加
金
の
支
払
い
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
下
級
審
の
判
断
で
は
あ
る
が
、
③
の
時
点
ま
で
の
支
払
い
が
許
容
さ
れ
て
い
た
。

な
お
、
阪
急
ト
ラ
ベ
ル
サ
ポ
ー
ト
（
第
二
）
事
件47

）で
は
、
仮
執
行
宣
言
に
基
づ
く
給
付
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
上
級
審
の
判
断

次
第
で
は
そ
の
精
算
が
あ
り
う
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
支
払
い
に
過
ぎ
ず
、
時
間
外
割
増
賃
金
等
債
権
を
確
定
的
に
消
滅
さ
せ
る
も
の
で
は

な
い
の
で48

）、
裁
判
所
は
付
加
金
の
支
払
い
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
て
い
る49

）。

（
２
）
ホ
ッ
タ
晴
信
堂
薬
局
事
件

こ
う
し
た
下
級
審
の
動
向
の
中
で
、
ホ
ッ
タ
晴
信
堂
薬
局
事
件
（
平
成
二
六
年50

））
判
決
が
下
さ
れ
る
。
同
事
件
は
、
労
働
者
の
未
払
割
増
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賃
金
及
び
付
加
金
請
求
に
対
し
て
、
一
審
判
決
が
そ
れ
ぞ
れ
請
求
の
一
部
と
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
命
じ
た
と
こ
ろ
、
会
社
が
控
訴
す
る

と
と
も
に
、
控
訴
審
の
口
頭
弁
論
終
結
前
に
未
払
割
増
賃
金
を
支
払
っ
た
事
案
（
こ
れ
に
よ
り
未
払
割
増
賃
金
請
求
の
み
取
下
げ
）
の
下

で
、
控
訴
審
（
判
例
集
未
登
載
）
が
、
付
加
金
の
支
払
い
を
命
じ
た
た
め
、
会
社
が
上
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

判
旨
は
、

裁
判
所
が
そ
の
支
払
を
命
ず
る
ま
で
（
訴
訟
手
続
上
は
事
実
審
の
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
）
に
使
用
者
が
未
払
割
増
賃
金
の

支
払
を
完
了
し
そ
の
義
務
違
反
の
状
況
が
消
滅
し
た
と
き
に
は
、
も
は
や
、
裁
判
所
は
付
加
金
の
支
払
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
」

と
判
示
し
た
。

つ
ま
り
、
③
の
時
点
ま
で
は
許
容
さ
れ
る
が
、
④
の
時
点
で
の
支
払
い
で
は
、
な
お
、
付
加
金
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
る
。

結
論
か
ら
み
る
と
、
一
審
判
決
で
未
払
金
が
認
め
ら
れ
て
も
、
会
社
は
、
③
控
訴
審
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
に
支
払
え
ば
、
付
加
金
の
支
払

い
を
要
し
な
い
。
他
方
で
、
い
っ
た
ん
控
訴
審
判
決
で
未
払
金
及
び
付
加
金
の
支
払
い
が
命
じ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
上
告
後
に
未
払
金
が
支

払
わ
れ
た
と
し
て
も
、
裁
判
所
は
付
加
金
を
命
じ
得
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
判
決
は
、
そ
れ
ま
で
下
級
審
で
認
め
ら
れ
て
い
た
点
を
確
認
す
る
一
方
で
、
遅
延
損
害
金
の
起
算
点
を
④
の
時
点
と
し
た
前
掲
江
東

ダ
イ
ハ
ツ
自
動
車
事
件
等
の
判
例
と
の
関
係
に
は
言
及
せ
ず
、
④
の
時
点
ま
で
は
認
め
ず
、
③
事
実
審
（
控
訴
審
）
ま
で
に
限
定
し
た
判
断

の
理
由
は
、
明
確
で
は
な
い
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
異
な
る
論
点
で
あ
っ
て
、
訴
訟
手
続
上
の
問
題
も
あ
り
、
同
一
の
取
扱
い
を
す
べ
き

合
理
的
根
拠
は
な
い
が
、
事
実
審
（
控
訴
審
）
ま
で
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
当
然
と
す
る
理
由
も
見
い
だ
し
難
い
。

結
局
、
最
高
裁
は
、
付
加
金
支
払
命
令
の
可
否
の
問
題
を
、
事
実
認
定
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
法
律
審
（
最
高
裁
）
は
、
原
則
と
し
て
事

実
問
題
を
審
理
せ
ず
、
原
審
の
行
っ
た
認
定
事
実
に
基
づ
き
法
律
の
解
釈
・
適
用
に
つ
い
て
審
理
判
断
す
る
か
ら
、
控
訴
審
口
頭
弁
論
終
結

時
以
降
に
未
払
金
が
支
払
わ
れ
た
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
事
実
は
法
律
審
で
の
判
断
を
左
右
し
な
い
と
理
解
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
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Ⅳ

付
加
金
制
度
の
機
能
と
支
払
命
令
の
可
否

１

付
加
金
制
度
の
機
能

（
１
）
未
払
金
の
支
払
い
の
確
保
・
促
進
の
機
能

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
付
加
金
制
度
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
学
説
・
判
例
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
立
場
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う

し
た
立
場
の
違
い
は
、
純
粋
に
、
付
加
金
の
法
的
性
質
を
捉
え
る
も
の
と
、
そ
の
機
能
面
に
着
目
し
た
も
の
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
公
法
的

制
裁
説
と
民
事
的
制
裁
説
は
、
法
的
性
格
と
し
て
は
異
な
る
が
、
そ
の
「
制
裁
」
を
通
じ
て
、
使
用
者
に
対
し
て
労
基
法
遵
守
を
促
す
（
労

基
法
違
反
行
為
を
抑
止
す
る
）
点
で
は
共
通
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
民
事
的
制
裁
説
で
は
、
公
法
的
制
裁
説
で
は
明
確
で
は
な
い
、
労
働
者
の

未
払
金
請
求
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
効
果
を
強
調
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

他
方
で
、
損
害
賠
償
説
や
そ
の
性
格
を
併
せ
持
つ
併
有
説
は
、
付
加
金
を
損
害
賠
償
、
す
な
わ
ち
、
遅
延
利
息
（
遅
延
損
害
金
）
の
性
質

を
有
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
遅
延
利
息
に
代
わ
っ
て
、
立
証
を
要
せ
ず
に
、
一
定
額
の
損
害
賠
償
を
命
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
債
務
の
遅
延

を
防
止
し
、
履
行
遅
延
の
た
め
労
働
者
の
被
る
損
害
を
填
補
す
る
作
用
を
有
す
る
と
さ
れ
、
遅
延
利
息
と
付
加
金
の
調
整
を
認
め
る
（
遅
延

利
息
が
支
払
わ
れ
た
分
だ
け
、
付
加
金
を
減
じ
る
）
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
損
害
賠
償
説
や
併
有
説
の
機
能
面
か
ら
み
る
と
、
未
払
金
支
払
い
の
遅
延
を
防
止
し
、
そ
の
支
払
い
の
確
保
・
促
進
を
図
る
も

の
で
あ
り
、
下
級
審
判
決
の
中
に
も
、
こ
の
機
能
を
指
摘
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
付
加
金
支
払
命
令
の
可
否
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
に

よ
れ
ば
、
確
か
に
、
使
用
者
に
と
っ
て
は
、
一
審
判
決
後
で
あ
っ
て
も
、
未
払
金
を
支
払
え
ば
、
付
加
金
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の

で
、
未
払
金
の
支
払
確
保
・
促
進
に
資
す
る
も
の
と
い
え
る
。
他
方
で
、
一
審
判
決
以
前
で
の
支
払
い
の
促
進
効
果
は
な
く
、
む
し
ろ
支
払

を
一
審
判
決
後
に
引
き
延
ば
す
方
向
に
誘
導
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
未
払
金
に
対
す
る
遅
延
利
息
と
と
も
に
、
付
加
金
に
も
遅
延
利
息
を
認
め
て
い
る
現
在
の
判
例
法
理
か
ら
み
る
と
、
付

加
金
を
遅
延
利
息
の
性
格
と
し
て
捉
え
る
損
害
賠
償
説
に
お
い
て
は
、
遅
延
利
息
に
さ
ら
な
る
遅
延
利
息
を
認
め
る
こ
と
と
な
り51

）、
内
在
的

な
疑
問
を
抱
え
て
い
る
と
い
え
る
。
何
よ
り
、
あ
く
ま
で
も
、
法
違
反
に
よ
り
生
じ
た
未
払
金
の
支
払
い
を
促
す
に
と
ど
ま
り
、
使
用
者
の

労
基
法
違
反
行
為
そ
の
も
の
を
抑
止
す
る
効
果
を
積
極
的
に
果
た
す
も
の
と
は
い
い
難
い
。

（
２
）
制
裁
を
通
じ
た
労
基
法
違
反
行
為
の
抑
止
的
機
能

他
方
で
、
最
高
裁
と
し
て
は
、
前
掲
新
井
工
務
店
事
件
に
お
い
て
、

附
加
金
の
支
払
義
務
は
、
…
…
同
法
に
よ
り
使
用
者
に
課
せ
ら
れ

た
義
務
の
違
背
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
裁
判
所
に
よ
り
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
義
務
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
少
な
く
と

も
「
制
裁
」
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
制
裁
」
が
い
か
な
る
意
味
を
有
し
、
そ
の
「
制
裁
」
に

よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
目
的
・
効
果
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
下
級
審
判
決
を
み
る
と
、
付
加
金
支
払
命
令
に
あ
た
っ
て
、

裁
判
所
に
裁
量
権
が
あ
り
、
使
用
者
に
付
加
金
の
支
払
を
命
じ

る
こ
と
が
酷
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
付
加
金
の
支
払
を
命
じ
る
の
は
相
当
で
は
な
い
」
と
す
る
も
の52

）や
、

使
用
者
に

よ
る
労
働
基
準
法
違
反
の
程
度
や
態
様
、
労
働
者
の
受
け
た
不
利
益
の
性
質
や
内
容
、
こ
の
違
反
に
至
る
経
緯
、
そ
の
後
の
使
用
者
の
対
応

な
ど
諸
事
情
を
考
慮
し
て
、
そ
の
支
払
を
命
ず
る
か
否
か
を
決
定
で
き
る
」
と
す
る
も
の
が
あ
る53

）。
つ
ま
り
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
り
、
付

加
金
支
払
命
令
の
可
否
及
び
そ
の
額
を
決
定
で
き
る
と
の
考
え
方
で
あ
る54

）。

実
際
に
、
使
用
者
の
行
為
の
悪
質
性
を
勘
案
す
る
例
が
増
え
て
お
り55

）、
七
〇
％
相
当
額
を
認
容
し
た
も
の56

）、
労
働
者
の
態
様
を
考
慮
し
五

〇
％
に
減
額
し
た
も
の57

）、
違
反
の
理
由
や
程
度
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
三
〇
％
と
し
た
も
の58

）、
時
間
外
手
当
約
五
七
〇
万
円
に
対
し
て
付

加
金
三
〇
〇
万
円
を
認
め
た
も
の59

）、
付
加
金
を
課
す
こ
と
が
相
当
で
な
い
特
段
の
事
情
が
存
す
る
と
し
た
も
の60

）な
ど
様
々
で
あ
る61

）。
こ
れ
ら

の
裁
判
例
は
、

制
裁
」
と
し
て
の
性
質
を
重
視
し
た
も
の
と
い
え
る62

）。

し
か
し
、
使
用
者
は
、
一
審
判
決
後
に
控
訴
し
た
上
、
未
払
金
を
現
実
に
提
供
（
供
託
を
含
む
）
す
れ
ば
、
も
は
や
裁
判
所
は
付
加
金
を
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命
じ
る
余
地
は
な
く
な
り
、

制
裁
」
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
の
は
難
し
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
使
用
者
が
、
控
訴
審
に
お
い
て
、
未
払

金
の
有
無
に
つ
い
て
判
断
を
求
め
る
（
典
型
的
に
は
、
労
働
時
間
該
当
性
や
み
な
し
労
働
時
間
の
取
扱
い
の
適
法
性
を
正
面
か
ら
争
う
）
場

合
は
、
控
訴
審
で
の
判
断
如
何
で
は
、

制
裁
」
と
し
て
の
性
格
を
発
揮
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、
極
め
て
限
定
的
で
あ
っ
て
、
や
は
り

「
制
裁
」
と
し
て
の
性
格
付
け
か
ら
は
、
整
合
性
に
疑
問
が
あ
る63

）。

（
３
）
未
払
金
請
求
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
機
能

こ
れ
ま
で
、
民
事
的
制
裁
説
が
有
す
る
労
働
者
の
未
払
金
請
求
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
機
能
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た64
）。

し
か
し
な
が
ら
、
特
に
割
増
賃
金
に
関
し
て
は
、
解
雇
予
告
手
当
や
休
業
手
当
、
年
休
に
係
る
賃
金
に
比
べ
、
金
額
的
に
も
高
額
に
な

る
こ
と
か
ら
、
訴
訟
自
体
は
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
訴
訟
実
務
的
に
み
れ
ば
、
割
増
賃
金
の
「
未
払
金
」
に
つ
い
て
、
学
説
上
、
労
基
法
三

七
条
一
項
の
文
言
解
釈
か
ら
、
二
五
％
に
限
定
す
る
見
解
が
あ
る
の
に
対
し
て65

）、
実
務
上
は
、
一
二
五
％
説
（
通
常
の
労
働
時
間
の
賃
金
＋

割
増
賃
金66

））
で
運
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、

制
裁
」
を
強
め
る
と
同
時
に
、
請
求
額
が
高
額
と
な
る
た
め
、
労
働
者
の
訴
訟
誘
因
効
果

を
高
め
る
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
裁
判
手
続
で
は
、
付
加
金
請
求
を
附
帯
請
求
と
し
て
、
印
紙
額
の
計
算
上
も
付
加
金
部
分
は
除
か
れ
る

（
訴
額
に
算
入
し
な
い
）
扱
い
を
と
っ
て
お
り67

）、
こ
う
し
た
取
扱
い
は
、
労
働
者
側
の
負
担
を
軽
減
し
、
訴
訟
誘
因
効
果
に
資
す
る
も
の
で

あ
り
、
未
払
金
請
求
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
効
果
を
高
め
る
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。

２

判
例
法
理
の
問
題
点

こ
の
よ
う
に
、
付
加
金
支
払
命
令
の
可
否
に
関
す
る
判
例
法
理
は
、
一
審
判
決
後
に
お
け
る
未
払
金
支
払
い
の
確
保
な
い
し
促
進
の
効
果

を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
方
で
、
付
加
金
額
の
決
定
に
あ
た
っ
て
、
下
級
審
で
は
、

使
用
者
の
行
為
の
悪
質
性
」
を
考
慮
す
る

な
ど
、
制
裁
と
し
て
の
側
面
を
重
視
す
る
傾
向
を
鑑
み
る
と
、
一
貫
性
を
欠
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、
未
払
金
請
求
の
イ
ン
セ
ン
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テ
ィ
ブ
効
果
や
「
制
裁
」
を
通
じ
た
法
違
反
に
対
す
る
抑
止
的
機
能
は
、
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

何
よ
り
、
付
加
金
制
度
の
法
的
性
質
や
そ
の
機
能
に
つ
い
て
、
判
例
は
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
判
断
し
て
お
り
、
法
理
自
体
に
も
既
に
述

べ
た
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
し
得
る
。
ま
た
、
付
加
金
の
制
度
自
体
が
、
日
本
法
の
中
に
お
い
て
特
異
な
仕
組
み
で
は
あ
る
も
の
の
、
同
種

の
規
定
を
有
す
る
船
員
法
と
の
関
係
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
船
員
法
一
一
六
条
に
お
け
る
付
加
金
に
つ
い
て
は
、

請
求
の
時
に
お
け
る
未
払
金
額
に
相
当
す
る
額
の
付
加
金
を
船
員
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
請
求
後
に
未
払
金
が
現
実
に

提
供
さ
れ
て
も
、
付
加
金
の
額
は
変
わ
ら
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る68

）。
労
基
法
一
一
四
条
は
、
こ
う
し
た
明
文
規
定
を
欠
く
こ
と
か

ら
、
当
然
に
同
じ
よ
う
な
解
釈
を
と
る
べ
き
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
他
方
で
、
明
文
の
規
定
を
欠
く
と
は
い
え
、
そ
の
制
定
の
趣
旨
は
同

一
と
み
な
し
て
、
同
様
の
解
釈
な
い
し
類
似
の
解
釈
を
と
る
こ
と
を
排
除
す
る
必
然
性
は
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る69

）。

３

お
わ
り
に

以
上
、
付
加
金
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
支
払
命
令
の
可
否
に
関
す
る
判
例
法
理
を
検
討
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
最
高
裁
の

判
例
を
中
心
と
し
つ
つ
、
高
裁
レ
ベ
ル
の
下
級
審
判
決
を
補
足
的
に
考
察
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
付
加
金
の
請
求
の
可
否
及
び
そ
の

金
額
の
決
定
に
つ
い
て
、
裁
判
所
の
裁
量
を
認
め
る
判
決
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
で
、
ど
の
よ
う
な
点
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た

問
題
は
、
膨
大
な
下
級
審
判
決
に
つ
い
て
の
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
、
そ
う
し
た
検
討
に
は
及
ん
で
い
な
い
。

ま
た
、
付
加
金
の
訴
訟
実
務
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
検
討
課
題
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
労
働
審
判
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
個

別
労
働
紛
争
と
し
て
の
割
増
賃
金
請
求
は
、
労
働
審
判
に
申
立
を
行
う
場
合
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
労
働
局
の
あ
っ
せ
ん
や
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
に
基

づ
く
社
会
保
険
労
務
士
会
の
あ
っ
せ
ん
手
続
に
係
る
場
合
も
あ
る
。
付
加
金
は
、
裁
判
所
が
命
じ
る
（
判
決
に
よ
る
）
こ
と
か
ら
、
労
働
審

判
等
の
手
続
で
は
、
付
加
金
の
請
求
は
で
き
な
い
も
の
の70

）、
付
加
金
請
求
権
が
、
二
年
の
「
除
斥
期
間71

）」
に
係
る
こ
と
か
ら
、

未
払
金
」
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の
二
年
の
「
時
効
」
と
は
取
扱
い
が
異
な
る72

）。
立
法
過
程
か
ら
一
貫
し
て
、
除
斥
期
間
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
必
ず
し
も
整
合
的
な
取
扱

い
と
は
い
え
な
い
。

こ
う
し
た
点
は
、
今
後
の
研
究
の
課
題
と
し
た
い
。

１
）

船
員
法
一
一
六
条

船
舶
所
有
者
は
、
第
四
四
条
の
三
か
ら
第
四
六
条
ま
で
、
第
四
七
条
第
一
項
、
第
四
九
条
、
第
六
三
条
、
第
六
六
条
（
第
八
八

条
の
二
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
八
八
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
又
は
第
七
八
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
船
舶
所
有
者
が
支
払
う
べ
き
金
額
（
第
四
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
送
還
の
費
用
）
に
つ
い
て
の
次
項
の
規
定

に
よ
る
請
求
の
時
に
お
け
る
未
払
金
額
に
相
当
す
る
額
の
付
加
金
を
船
員
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

船
員
は
、
裁
判
所
に
対
す
る
訴
え
に
よ
つ
て
の
み
前
項
の
付
加
金
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
訴
え
は
、
同
項
に
規
定
す

る
違
反
の
あ
つ
た
時
か
ら
二
年
以
内
に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
）

吉
田
美
喜
夫
「
付
加
金
の
法
理
を
問
う
」
労
働
法
律
旬
報
一
八
二
六
号
四
頁
（
二
〇
一
四
年
）
で
は
、
こ
の
制
度
が
生
か
さ
れ
れ
ば
、
サ
ー
ビ
ス
残

業
も
減
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

３
）

道
幸
哲
也
‖
和
田
肇
「
デ
ィ
ア
ロ
ー
グ
労
働
判
例
こ
の
一
年
の
争
点
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌
六
二
八
号
二
頁
（
二
〇
一
二
年
）
一
四
頁
参
照
。

４
）

細
谷
服
装
事
件
・
最
判
昭
和
三
五
・
三
・
一
一
民
集
一
四
巻
三
号
四
〇
三
頁

５
）

江
東
ダ
イ
ハ
ツ
自
動
車
事
件
・
東
京
地
判
昭
四
八
・
一
・
二
九
労
民
集
二
五
巻
三
号
二
三
一
頁
、
セ
キ
レ
イ
事
件
・
東
京
地
判
平
四
・
一
・
二
一
労
判

六
〇
五
号
九
一
頁
、
丸
善
住
研
事
件
・
東
京
地
判
平
六
・
二
・
二
五
労
判
六
五
六
号
八
五
頁
参
照
。

６
）

細
谷
服
装
事
件
の
当
時
に
お
い
て
、
ま
だ
十
分
に
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
現
在
で
は
、
解
雇
権
濫
用
法
理
（
労
契
法
一
六
条
）
や
懲
戒

権
濫
用
法
理
（
労
契
法
一
五
条
）
に
よ
り
、
普
通
解
雇
や
懲
戒
解
雇
の
紛
争
に
お
い
て
、
解
雇
権
や
懲
戒
（
解
雇
）
権
の
行
使
自
体
が
制
約
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
予
告
義
務
違
反
に
よ
る
解
雇
無
効
の
主
張
や
同
義
務
の
除
外
事
由
該
当
性
を
争
っ
て
解
雇
予
告
手
当
を
請
求
す
る
主
張
が
な
さ
れ
な
く
な
っ

た
と
い
う
事
情
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
荒
木
尚
志
「
新
労
働
法
講
義

第
二
章

雇
用
保
障
と
雇
用
・
労
使
関
係
シ
ス
テ
ム
（
１
）」
法
学
教

室
三
〇
八
号
六
二
頁
（
二
〇
〇
六
年
）
六
六
頁
参
照
。

７
）

大
田
原
重
機
事
件
・
東
京
地
判
平
一
一
・
五
・
二
一
労
経
速
一
七
一
六
号
一
七
頁

８
）

明
星
電
機
事
件
・
前
橋
地
判
昭
三
八
・
一
一
・
一
四
労
民
集
一
四
巻
六
号
一
四
一
九
頁

９
）

な
お
、
ピ
ー
・
ア
ー
ル
・
イ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
事
件
・
東
京
地
判
平
九
・
四
・
二
八
労
判
七
三
一
号
八
四
頁
、
三
都
企
画
建
設
事
件
・
大
阪
地
判
平
一
八
・

（法政研究81-４- ）366 912

論 説



一
・
六
労
判
九
一
三
号
四
九
頁
で
は
、
休
業
手
当
請
求
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
付
加
金
は
そ
も
そ
も
請
求
さ
れ
て
い
な
い
。

10
）

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
事
件
・
津
地
判
平
二
二
・
一
一
・
五
労
判
一
〇
一
六
号
五
頁
、
三
都
企
画
建
設
事
件
・
大
阪
地
判
平
一
八
・
一
・
六
労
判
九
一
三

号
四
九
頁
、
い
す
ゞ
自
動
車
（
雇
止
め
）
事
件
・
東
京
地
判
平
二
四
・
四
・
一
六
労
判
一
〇
五
四
号
五
頁
な
ど
参
照
。
従
来
の
数
日
の
休
業
で
は
な
く
、
比

較
的
長
期
間
に
わ
た
る
休
業
と
な
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
民
法
五
三
六
条
二
項
を
適
用
す
る
場
合
よ
り
も
、
労
基
法
二
六
条
と
一
一
四
条
を
適
用
し
た
場
合

の
ほ
う
が
、
結
果
的
に
受
領
で
き
る
金
額
が
高
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
観
点
か
ら
問
題
が
生
じ
う
る
。

11
）

三
菱
重
工
長
崎
造
船
所
事
件
・
最
一
小
判
平
一
二
・
三
・
九
判
時
一
七
〇
九
号
一
二
二
頁
や
大
星
ビ
ル
管
理
事
件
・
最
一
小
判
平
一
四
・
二
・
二
八
判

時
一
七
八
三
号
一
五
〇
頁
の
よ
う
に
、
付
加
金
を
請
求
し
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
最
近
で
は
、
大
林
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ
事
件
・
最
二
小
判
平
一
九
・
一

〇
・
一
九
判
時
一
九
八
七
号
一
四
三
頁
や
テ
ッ
ク
ジ
ャ
パ
ン
事
件
・
最
一
小
判
平
二
四
・
三
・
八
労
判
一
〇
六
〇
号
五
頁
な
ど
の
よ
う
に
、
割
増
賃
金
請
求

と
と
も
に
付
加
金
を
請
求
す
る
事
案
の
ほ
う
が
一
般
的
で
あ
る
（
な
お
、
大
林
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ
（
差
戻
審
）
事
件
・
東
京
高
判
平
二
〇
・
九
・
九
労
判

九
七
〇
号
一
七
頁
で
は
、
付
加
金
請
求
は
「
悪
質
性
」
が
な
い
と
し
て
棄
却
さ
れ
て
い
る
）。

12
）

割
増
賃
金
事
件
の
審
理
に
関
す
る
弁
護
士
会
と
裁
判
所
と
の
協
議
会
」
判
タ
一
三
六
七
号
二
九
頁
（
二
〇
一
二
年
）
の
佐
久
間
裁
判
官
（
三
〇

頁
）、
渡
邉
裁
判
官
（
三
一
頁
）
の
発
言
参
照
。
中
垣
内
健
治
「
大
阪
地
裁
労
働
事
件
に
お
け
る
現
況
と
課
題
」
判
タ
一
三
八
一
号
二
八
頁
（
二
〇
一
二

年
）
で
の
増
加
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
三
四
頁
）。

13
）

例
え
ば
、
国
・
法
務
大
臣
事
件
・
那
覇
地
判
平
二
六
・
五
・
二
一
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
二
五
五
〇
四
〇
一
八
（
労
働
判
例
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
九
号
二
九
頁
）、

東
京
国
際
郵
便
局
ほ
か
（
年
休
）
事
件
・
東
京
地
判
平
一
一
・
二
・
一
七
労
判
七
五
六
号
六
頁
、
東
灘
郵
便
局
（
年
休
）
事
件
・
大
阪
高
判
平
一
〇
・
九
・

一
〇
労
判
七
五
三
号
七
六
頁
、
京
橋
郵
便
局
事
件
・
東
京
地
判
平
五
・
一
二
・
二
二
労
判
六
四
四
号
二
二
頁
参
照
。

14
）

訳
語
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、

付
加
賠
償
金
」
と
訳
す
る
。
中
窪
裕
也
『
ア
メ
リ
カ
労
働
法
（
第
２
版
）』

弘
文
堂
、
二
〇

一
〇
年
）
二
七
〇
頁
参
照
。

15
）

田
中
英
夫
「
二
倍
・
三
倍
賠
償
と
最
低
賠
償
額
の
法
定
（
一
）」
法
協
八
九
巻
一
〇
号
一
二
九
一
頁
（
一
九
七
二
年
）、
青
木
宗
也
‖
片
岡
曻
編
『
労

働
基
準
法
Ⅱ
（
注
解
法
律
学
全
集
四
五
）』

青
林
書
院
、
一
九
九
四
年
）
三
九
六
頁
（
石
橋
洋
執
筆
）、
東
京
大
学
労
働
法
研
究
会
編
『
注
釈
労
働
基
準

法
（
下
巻
）』

有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
一
〇
八
一
頁
以
下
（
藤
川
久
昭
執
筆
）
参
照
。

16
）

中
窪
・
前
掲
『
ア
メ
リ
カ
労
働
法
（
第
２
版
）』
二
四
七
頁
参
照
。

17
）

田
中
・
前
掲
「
二
倍
・
三
倍
賠
償
と
最
低
賠
償
額
の
法
定
（
一
）」
一
三
七
二
頁
、
中
窪
・
前
掲
『
ア
メ
リ
カ
労
働
法
（
第
２
版
）』
二
四
七
頁
二
七
〇

頁
参
照
。

18
）

中
国
の
「
賠
償
金
」

付
加
賠
償
金
）
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
山
下
昇
「
中
国
に
お
け
る
労
働
法
違
反
に
対
す
る
使
用
者
へ
の
制
裁
」
労
働
法
律

旬
報
一
七
七
九
号
二
七
頁
（
二
〇
一
二
年
）
参
照
。
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19
）

渡
辺
章
編
『
労
働
基
準
法
〔
昭
和
22
年
〕

１
）

日
本
立
法
資
料
全
集
51
）』

信
山
社
、
一
九
九
六
年
）
三
八
八
頁
参
照
。

20
）

英
訳
と
し
て
、“D

elin
q
u
en
cy
”

と
さ
れ
て
い
る
。
渡
辺
章
編
『
労
働
基
準
法
〔
昭
和
22
年
〕

２
）

日
本
立
法
資
料
全
集
52
）』

信
山
社
、
一
九

九
八
年
）
四
三
〇
頁
参
照
。
最
終
的
に
は
、

付
加
金
」

A
d
d
itio

n
a
l P

a
y
m
en
t

）
と
な
る
が
、
当
初
は
、
遅
延
損
害
、
不
履
行
、
滞
納
と
い
っ
た
趣

旨
が
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

21
）

渡
辺
編
・
前
掲
『
労
働
基
準
法
〔
昭
和
22
年
〕

１
）

日
本
立
法
資
料
全
集
51
）』
四
六
三
頁
、
一
四
六
頁
（
野
川
忍
執
筆
）
参
照
。

22
）

渡
辺
章
編
『
労
働
基
準
法
〔
昭
和
22
年
〕

３
）
上
（
日
本
立
法
資
料
全
集
53
）』

信
山
社
、
一
九
九
七
年
）
二
一
四
頁
参
照
。

23
）

渡
辺
章
編
『
労
働
基
準
法
〔
昭
和
22
年
〕

３
）
下
（
日
本
立
法
資
料
全
集
54
）』

信
山
社
、
一
九
九
七
年
）
五
五
八
頁
参
照
。

24
）

渡
辺
編
・
前
掲
『
労
働
基
準
法
〔
昭
和
22
年
〕

３
）
下
（
日
本
立
法
資
料
全
集
54
）』
九
一
一
頁
参
照
。

25
）

寺
本
廣
作
『
労
働
基
準
法
解
説
（
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
46
）』

信
山
社
、
一
九
九
八
年
）
三
八
四
頁
参
照
。
荒
木
尚
志
『
労
働
法
（
第
２
版
）』

有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
六
六
頁
で
は
、
ア
メ
リ
カ
法
の
二
倍
賠
償
の
制
度
の
影
響
を
受
け
て
設
け
ら
れ
た
と
す
る
。

26
）

寺
本
・
前
掲
『
労
働
基
準
法
解
説
』
三
八
五
頁
参
照
。

27
）

青
木
‖
片
岡
編
・
前
掲
『
労
働
基
準
法
Ⅱ
』
三
九
六
頁
（
石
橋
執
筆
）
参
照
。

28
）

渡
辺
章
編
『
労
働
基
準
法
〔
昭
和
22
年
〕

４
）
下
（
日
本
立
法
資
料
全
集
56
）』

信
山
社
、
二
〇
一
一
年
）
五
九
六
頁
参
照
。

29
）

最
賃
法
制
定
及
び
労
基
法
改
正
に
あ
た
っ
て
、
最
低
賃
金
違
反
が
付
加
金
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
議
論
が
な
さ
れ
な

か
っ
た
と
い
わ
れ
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
付
加
金
に
対
す
る
法
律
家
の
関
心
の
な
さ
を
示
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
田
中
英
夫
「
二
倍
・
三

倍
賠
償
と
最
低
賠
償
額
の
法
定
（
一
）」
一
三
七
〇
頁
参
照
。

30
）

青
木
‖
片
岡
編
・
前
掲
『
労
働
基
準
法
Ⅱ
』
三
九
六
頁
以
下
（
石
橋
執
筆
）、
東
大
労
研
・
前
掲
『
注
釈
労
働
基
準
法
（
下
巻
）』
一
〇
八
一
頁
以
下

（
藤
川
執
筆
）
参
照
。

31
）

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
松
岡
三
郎
『
条
解
労
働
基
準
法
（
新
版
）』

弘
文
堂
、
一
九
五
八
年
）
一
八
二
頁
参
照
。

32
）

有
泉
亨
『
労
働
基
準
法
（
法
律
学
全
集
47
）』

有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
）
六
〇
頁
参
照
。
な
お
、
寺
本
・
前
掲
『
労
働
基
準
法
解
説
』
三
八
五
頁
で

は
、
労
働
者
の
裁
判
所
に
対
す
る
出
訴
を
促
進
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
違
反
事
項
を
明
確
に
す
る
趣
旨
と
す
る
一
方
で
、
本
条
の
付
加
金
は
実
質
的
に
い
え

ば
罰
金
で
あ
る
と
も
述
べ
て
お
り
、
付
加
金
の
性
格
に
対
す
る
理
解
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
労
働
者
の
出
訴
を
促
す
狙
い
が
あ
る
と
い
う
点

は
強
調
さ
れ
て
い
る
。

33
）

瀬
元
美
知
男
「
附
加
金
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
」
政
治
経
済
論
叢
一
一
巻
二
号
一
三
四
頁
（
一
九
六
一
年
）
参
照
。

34
）

末
弘
厳
太
郎
「
労
働
基
準
法
解
説
（
６
）」
法
時
二
〇
巻
八
号
五
八
頁
（
一
九
四
八
年
）
参
照
。

35
）

最
二
小
判
昭
五
一
・
七
・
九
判
時
八
一
九
号
九
一
頁
╱
判
タ
三
三
七
号
一
九
七
頁
。
な
お
、
同
事
件
は
、
賃
金
債
務
の
遅
延
損
害
金
の
利
率
を
商
事
法

（法政研究81-４- ）368 914
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定
利
率
（
六
％
）
と
し
、
付
加
金
の
遅
延
利
息
を
民
事
法
定
利
率
（
五
％
）
と
判
断
し
て
い
る
。

36
）

細
谷
服
装
事
件
・
東
京
高
判
昭
二
九
・
一
〇
・
三
〇
民
集
一
四
巻
三
号
四
一
四
号
参
照
。

37
）

江
東
ダ
イ
ハ
ツ
自
動
車
事
件
・
東
京
高
判
昭
四
九
・
四
・
三
〇
判
タ
三
一
二
号
二
一
九
頁
、
杉
本
商
事
事
件
・
広
島
高
判
平
一
九
・
九
・
四
労
判
九
五

二
号
三
三
頁
参
照
。

38
）

壺
坂
観
光
事
件
・
大
阪
高
判
昭
五
八
・
五
・
二
七
労
判
四
一
三
号
四
六
頁
参
照
。

39
）

調
布
市
事
件
・
東
京
地
判
昭
四
三
・
一
一
・
二
八
判
時
五
四
六
号
四
九
頁
は
、
そ
の
よ
う
に
最
高
裁
の
射
程
を
限
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
た
だ
し
、

細
谷
服
装
事
件
の
調
査
官
解
説
（
白
石
健
三
）
で
は
、

義
務
違
背
の
状
態
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
も
は
や
、
裁
判
所
も
附
加
金
の
支
払
を
命
じ
得
な
く

な
る
と
解
す
べ
き
こ
と
は
、
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
」
と
の
理
解
を
し
て
い
る
。

40
）

最
一
小
判
昭
四
三
・
一
二
・
一
九
集
民
九
三
号
七
一
三
頁
。

41
）

最
一
小
判
昭
五
〇
・
七
・
一
七
判
時
七
八
三
号
一
二
八
頁
。

42
）

な
お
、
原
審
（
前
掲
注

37
））
は
、
付
加
金
を
遅
延
利
息
と
同
種
の
も
の
と
理
解
し
、
付
加
金
自
体
に
遅
延
損
害
金
は
発
生
し
な
い
と
判
断
し
て
い

る
。

43
）

前
掲
注

38
）・
壺
坂
観
光
事
件
は
、
一
審
判
決
前
に
割
増
賃
金
相
当
額
が
支
払
わ
れ
た
事
案
で
、
前
掲
新
井
工
務
店
事
件
と
同
様
の
判
断
を
示
し
て

い
た
。

44
）

東
京
高
判
平
二
〇
・
三
・
二
七
労
判
九
七
四
号
九
〇
頁

45
）

札
幌
高
判
平
二
三
・
五
・
二
六
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
二
五
四
七
一
五
三
七
。
な
お
、
同
事
件
に
つ
い
て
は
、
村
田
英
之
「
新
・
判
例
解
説W

a
tch

◆
労
働

法N
o
.4

｜
一
審
判
決
後
の
未
払
賃
金
支
払
に
よ
り
付
加
金
の
命
令
が
取
り
消
さ
れ
た
事
例
」
二
六
九
頁
参
照
。

46
）

札
幌
高
判
平
二
四
・
二
・
一
六
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
二
五
四
八
二
五
九
五
（
最
二
小
決
平
二
四
・
七
・
六

Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
二
五
四
八
二
五
四
〇
）。
な
お
、

判
例
集
未
登
載
の
裁
判
例
で
あ
る
が
、
控
訴
審
口
頭
弁
論
終
結
後
に
、
未
払
金
を
供
託
し
、
口
頭
弁
論
の
再
開
申
立
を
し
た
と
こ
ろ
、
裁
判
所
は
再
開
を

認
め
ず
、
付
加
金
の
支
払
い
を
命
じ
た
も
の
が
あ
る
（
び
っ
く
り
寿
司
事
件
・
東
京
高
判
平
一
九
・
三
・
一
五
、
最
判
平
二
○
・
一
・
二
二
上
告
不
受
理
）。

判
旨
で
は
、

上
記
の
供
託
は
口
頭
弁
論
終
結
後
に
判
決
の
言
渡
期
日
…
…
の
直
前
に
も
っ
ぱ
ら
付
加
金
の
支
払
を
免
れ
る
目
的
で
な
さ
れ
た
も
の
と
認

め
ら
れ
、
…
…
本
件
に
つ
い
て
口
頭
弁
論
の
再
開
を
命
じ
な
い
も
の
と
す
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
小
島
周
一
「
び
っ
く
り
寿
司
過
労
病
事
件
」
労
働
法

律
旬
報
一
七
二
七
号
六
二
頁
（
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

47
）

東
京
高
判
平
二
四
・
三
・
七
労
判
一
〇
四
八
号
六
頁
（
最
二
小
判
平
二
六
・
一
・
二
四
労
経
速
二
二
〇
五
号
三
頁
）。

48
）

宝
運
輸
事
件
・
最
三
小
判
昭
六
三
・
三
・
一
五
民
集
四
二
巻
三
号
一
七
〇
頁
に
よ
れ
ば
、
上
級
審
で
仮
処
分
が
取
り
消
さ
れ
れ
ば
、
仮
払
金
の
返
還
義

務
を
負
う
。

（81-４- ）915 369
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49
）

た
だ
し
、
休
業
手
当
請
求
に
関
し
て
、
前
訴
（
簡
裁
で
の
仮
処
分
事
件
）
で
仮
払
い
が
命
じ
ら
れ
、
本
訴
で
同
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
案
に
お
い

て
、
会
社
が
仮
払
命
令
を
尊
重
し
て
仮
払
い
が
実
現
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
、

制
裁
と
し
て
の
付
加
金
の
支
払
を
命
ず
る
必
要
は
認
め
ら
れ

な
い
」
と
判
断
し
た
も
の
が
あ
り
（
前
掲
注

10
）・
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
事
件
）、
付
加
金
を
命
じ
得
る
余
地
は
あ
る
が
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
り
、
仮
払

い
の
事
実
を
考
慮
し
て
、
そ
の
命
令
を
発
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。

50
）

最
一
小
判
平
二
六
・
三
・
六
判
時
二
二
一
九
号
一
三
六
頁
╱
判
タ
一
四
〇
〇
号
九
七
頁
。
な
お
、
同
事
件
に
つ
い
て
は
、
山
下
昇
「
使
用
者
の
未
払
金

支
払
い
と
付
加
金
支
払
命
令
の
可
否
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
二
〇
号
一
二
一
頁
（
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

51
）

前
掲
注

37
）・
江
東
ダ
イ
ハ
ツ
自
動
車
事
件
控
訴
審
判
決
は
、
付
加
金
の
遅
延
利
息
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
上
告
審
に
お
い
て
、
判
決
確
定
後
は
、

遅
延
利
息
が
生
じ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

52
）

ゴ
ム
ノ
イ
ナ
キ
事
件
・
大
阪
高
判
平
一
七
・
一
二
・
一
労
判
九
三
三
号
六
九
頁

53
）

京
都
銀
行
事
件
・
大
阪
高
判
平
一
三
・
六
・
二
八
労
判
八
一
一
号
五
頁

54
）

前
掲
注

12
）・
「
割
増
賃
金
事
件
の
審
理
に
関
す
る
弁
護
士
会
と
裁
判
所
と
の
協
議
会
」
五
二
頁
に
よ
れ
ば
、

事
案
毎
に
付
加
金
の
趣
旨
を
考
え
て

や
っ
て
い
く
の
が
い
い
の
で
は
な
い
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
」、

事
案
に
応
じ
て
で
す
が
、
課
す
付
加
金
の
額
を
減
額
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
思
わ

れ
、
私
自
身
そ
の
よ
う
な
判
決
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
」
と
の
見
解
が
あ
る
（
伊
良
原
恵
吾
判
事
発
言
）。
ま
た
、
和
田
肇
「
時
間
外
労
働
の
割
増
賃

金
、
遅
延
利
息
、
付
加
金
請
求
の
可
否
」
名
大
法
政
論
集
二
四
六
号
一
九
五
頁
（
二
〇
一
二
年
）
も
参
照
。
一
方
で
、
前
述
の
通
り
（
Ⅱ
１
（
１
））、
労

基
法
制
定
過
程
か
ら
み
る
と
、
政
府
側
の
答
弁
で
は
、
付
加
金
額
に
つ
い
て
の
裁
量
は
、
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

55
）

荒
木
・
前
掲
『
労
働
法
（
第
２
版
）』
六
六
頁
参
照
。

56
）

学
校
法
人
関
西
学
園
事
件
・
岡
山
地
判
平
二
三
・
一
・
二
一
労
判
一
〇
二
五
号
四
七
頁
参
照
。

57
）

京
電
工
事
事
件
・
仙
台
地
判
平
二
一
・
四
・
二
三
労
判
九
八
八
号
五
三
頁
参
照
。

58
）

東
和
シ
ス
テ
ム
事
件
・
東
京
高
判
平
二
一
・
一
二
・
二
五
労
判
九
九
八
号
五
頁
参
照
。

59
）

エ
ー
デ
ィ
ー
デ
ィ
ー
事
件
・
大
阪
高
判
平
二
四
・
七
・
二
七
労
判
一
〇
六
二
号
六
三
頁
参
照
。

60
）

東
京
シ
ー
エ
ス
ピ
ー
事
件
・
東
京
地
判
平
二
二
・
二
・
二
労
判
一
〇
〇
五
号
六
〇
頁
参
照
。

61
）

裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
西
谷
敏
‖
野
田
進
‖
和
田
肇
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
・
労
働
基
準
法
・
労
働
契
約
法
』

日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二

年
）
二
九
四
頁
（
鈴
木
隆
執
筆
）
参
照
。

62
）

た
だ
し
、
こ
の
点
は
、
今
後
、
網
羅
的
か
つ
詳
細
な
検
討
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。

63
）

村
田
・
前
掲
「
新
・
判
例
解
説W

a
tch

◆
労
働
法n

o
.4

｜
一
審
判
決
後
の
未
払
賃
金
支
払
に
よ
り
付
加
金
の
命
令
が
取
り
消
さ
れ
た
事
例
」
二
七
二
頁

参
照
。
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64
）

田
中
・
前
掲
「
二
倍
・
三
倍
賠
償
と
最
低
賠
償
額
の
法
定
（
一
）」
一
三
七
二
頁
、
青
木
‖
片
岡
編
『
労
働
基
準
法
Ⅱ
』
三
九
七
頁
（
石
橋
執
筆
）
で

は
、
こ
の
点
が
看
過
さ
れ
て
き
た
と
指
摘
す
る
。
な
お
、
エ
ビ
ス
文
字
盤
製
作
所
附
加
金
請
求
事
件
・
横
浜
地
判
昭
四
三
・
六
・
一
二
判
時
五
二
六
号
八
四

頁
は
、
こ
の
趣
旨
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。

65
）

東
大
労
研
・
前
掲
『
注
釈
労
働
基
準
法
（
下
）』
六
三
二
頁
（
橋
本
陽
子
執
筆
）、
梶
川
敦
子
「
割
増
賃
金
の
算
定
方
法
に
関
す
る
一
考
察
」
季
労
二

二
一
号
二
二
七
頁
、
高
知
県
観
光
事
件
・
最
二
小
判
平
六
・
六
・
一
三
労
判
六
五
三
号
一
二
頁
、
神
代
学
園
ミ
ュ
ー
ズ
音
楽
院
事
件
・
東
京
高
判
平
一
七
・

三
・
三
〇
労
判
九
〇
五
号
七
二
頁
、
テ
ッ
ク
ジ
ャ
パ
ン
事
件
・
横
浜
地
判
平
二
〇
・
四
・
二
四
労
判
一
〇
六
〇
号
一
七
頁
参
照
。
な
お
、
前
掲
注

11
）・
テ
ッ

ク
ジ
ャ
パ
ン
事
件
・
最
一
小
判
平
二
四
・
三
・
八
は
、

時
間
外
手
当
」
を
「
時
間
外
労
働
に
対
す
る
賃
金
」
と
定
義
し
た
上
で
、

月
間
一
八
〇
時
間
以
内

の
労
働
時
間
中
の
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
も
、
月
額
四
一
万
円
の
基
本
給
と
は
別
に
」
、
労
基
法
三
七
条
一
項
「
の
規
定
す
る
割
増
賃
金
を
支
払
う
義
務

を
負
う
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
お
り
、

時
間
外
手
当
」
と
「
割
増
賃
金
」
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。

66
）

藤
香
田
商
店
事
件
・
広
島
高
判
昭
二
五
・
九
・
八
刑
資
五
五
号
六
三
六
頁
、
三
和
サ
ー
ビ
ス
（
外
国
人
研
修
生
）
事
件
・
名
古
屋
高
判
平
二
二
・
三
・

二
五
労
判
一
〇
〇
三
号
五
頁
、
セ
ン
ト
ラ
ル
・
パ
ー
ク
事
件
・
東
京
地
判
平
一
九
・
三
・
二
七
労
判
九
四
一
号
二
三
頁
ほ
か
多
数
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準

局
編
『
平
成
二
二
年
度
版
労
働
基
準
法
（
上
）』

労
務
行
政
、
二
〇
一
一
年
）
五
一
八
頁
参
照
。

67
）

前
掲
三
和
サ
ー
ビ
ス
（
外
国
人
研
修
生
）
事
件
参
照
。
ま
た
、
山
口
幸
雄
‖
三
代
川
三
千
代
‖
難
波
孝
一
編
『
労
働
事
件
審
理
ノ
ー
ト
（
第
３
版
）』

判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
〇
六
頁
（
細
川
二
朗
執
筆
）
参
照
。
野
田
進
‖
加
茂
善
仁
‖
鴨
田
哲
郎
「
新
春
鼎
談

労
働
時
間
・
時
間
外
労
働

を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
」
労
判
九
四
六
号
六
頁
（
二
〇
〇
八
年
）
に
お
け
る
鴨
田
発
言
（
二
九
頁
）
も
同
旨
。

68
）

大
戸
喜
一
『
船
員
法
｜
そ
の
解
説
と
研
究
｜
』

海
文
堂
、
一
九
五
四
年
）
一
九
七
頁
参
照
。

69
）

青
木
‖
片
岡
編
『
労
働
基
準
法
Ⅱ
』
四
〇
三
頁
（
石
橋
執
筆
）
参
照
。
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
、

労
働
者
の
請
求
に
よ
り
裁
判
所
が
付
加
金
の
支

払
を
命
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
発
生
す
る
も
の
」
と
し
て
も
、
①
労
働
者
の
請
求
と
②
裁
判
所
の
支
払
命
令
と
い
う
二
要
件
に
分
け
る
の
で
は
な

く
、
要
件
は
①
の
み
で
あ
っ
て
、
②
は
裁
判
所
が
そ
の
支
払
義
務
の
有
無
を
裁
判
手
続
で
確
定
す
る
確
認
的
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
場

合
、
請
求
時
の
未
払
金
に
対
す
る
付
加
金
の
支
払
い
を
命
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
提
訴
後
、
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
に
未
払
金
が
支
払
わ
れ
た
か
否
か

は
、
付
加
金
の
支
払
い
を
命
じ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
考
慮
要
素
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
事
実
を
も
っ
て
、
直
ち
に
裁
判
所
が
付
加
金
を
命
じ
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
の
結
論
に
至
る
も
の
で
は
な
い
と
も
解
し
得
る
。
小
島
・
前
掲
「
び
っ
く
り
寿
司
過
労
病
事
件
」
六
六
頁
参
照
。

70
）

た
だ
し
、
審
判
申
立
時
点
で
、
労
働
審
判
申
立
書
に
付
加
金
の
請
求
を
記
載
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
藤
井
聖
悟
「
残
業
代
請
求
事
件
の
実

務
」
判
タ
一
三
六
五
号
五
頁
（
二
〇
一
二
年
）
参
照
。
ま
た
、
付
加
金
に
関
す
る
実
務
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
拓
児
「
付
加
金
」
判
タ
一
三
一
五

号
一
七
頁
（
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

71
）

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
編
『
労
働
基
準
法
（
下
）〔
平
成
22
年
版
〕』

労
務
行
政
、
二
〇
一
一
年
）
一
〇
三
六
頁
、
千
代
田
ビ
ル
管
財
事
件
・
東
京

（81-４- ）917 371

付加金の判例法理の検討（山下）



地
判
平
一
八
・
七
・
二
六
労
判
九
二
三
号
二
五
頁
等
参
照
。

72
）

下
川
和
男
「
残
業
代
請
求
権
と
時
効
」
労
働
法
律
旬
報
一
七
九
三
号
三
四
頁
（
二
〇
一
三
年
）
で
も
、
二
年
の
「
時
効
」
で
す
ら
、
立
証
を
行
う
に

当
た
っ
て
も
短
す
ぎ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
、
付
加
金
の
場
合
、
催
告
に
よ
る
中
断
が
な
い
た
め
、
実
際
に
「
未
払
金
」
よ
り
も
付
加
金
が
少
額
に
な
る
こ

と
が
あ
る
。
も
と
も
と
は
「
未
払
金
」
の
消
滅
時
効
と
一
致
さ
せ
る
た
め
、
付
加
金
請
求
権
も
二
年
の
「
除
斥
期
間
」
と
し
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
寺

本
・
前
掲
『
労
働
基
準
法
解
説
』
三
八
六
頁
）。
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